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指定短期入所生活介護事業所（指定介護予防短期入所生活介護事業所）菅沢荘 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）

サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただ

きたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用

は可能です。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（山形市指定 第０６７０１００５５１号） 
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１．事業者 

（１）法人名           社会福祉法人 山形市社会福祉事業団 

（２）法人所在地       山形県山形市蔵王半郷１３６６－２ 

（３）電話番号         ０２３－６８８－７５０４ 

（４）代表者氏名       理事長 髙 倉  正 則 

（５）設立（認可）年月   昭和５８年６月２０日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定短期入所生活介護事業所     平成１２年２月１日指定 

          （指定介護予防短期入所生活介護事業所 平成１８年３月２０日指定） 

 山形市指定 第０６７０１００５５１号 

           ※当事業所は指定介護老人福祉施設菅沢荘に併設されています。 

（２）事業所の目的    介護保険法令に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限

り自立した生活を営むことができるように支援することを目的とし

て、契約者に短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）サー

ビスを提供します。 

（３）事業所の名称    指定短期入所生活介護事業所菅沢荘 

（４）事業所の所在地  山形県山形市すげさわの丘４６番地 

（５）電話番号       ０２３－６４６－１１６０ ＦＡＸ ０２３－６４６－１１６１ 

（６）事業所長（管理者）  大 沼  博 

（７）当事業所の運営方針 

 ①事業者は、契約者の人権と人格を尊重し、常に契約者の立場に立って援助を行います。 

②事業者は、居宅サービス計画（介護予防サービス･支援計画）に沿った短期入所生活介

護サービス（介護予防短期入所生活介護）を提供します。 

 ③事業者は、契約者の心身の状況、契約者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に 

短期入所計画を作成し、契約者の機能訓練及びその者の日常生活を営む上で必要なサ 

ービスの提供に努めます。 

 ④事業者は、契約者またはその家族に対してサービスの内容及び提供方法について説明 

します。 

 ⑤事業者は、契約者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除い 

て、身体拘束その他契約者の行動を制限する行為をしません。 

 ⑥事業者は、常に提供したサービスの質の管理、評価を行います。 

（８）開設年月      平成８年３月１日 

（９）営業日及び予約受付時間 

営業日 年中無休 

受付時間  月曜日～金曜日  ９：００～１７：４５ 

 



 3 

（10）利用定員              １８人 

（11）通常の送迎の実施地域   山形市内の区域とする。 

（12）居室等の概要 

 当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） ８室  

２ 人 部 屋 ５室  

合 計 14室  

食 堂 １室  

機能訓練室 １室 [主な設置機器] 

歩行訓練用階段､移動式平行棒、マイクロサ

ーミー、自立歩行機、 

浴 室 ２室 機械浴室（順送式特殊浴槽、チェア浴槽２

種類）、一般浴室 

面 談 室 １室  

医 務 室 １室  

静 養 室 １室  

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況に

より施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する

場合があります。その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

 

３．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介

護）サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職   種 配置数 指定基準 

１．事業所長（ 管 理 者 ） 常勤兼務 １名 １名 兼務可 

２．生 活 相 談 員 常勤兼務 ２名  １名 兼務可 

３．看 護 職 員 常勤専従 １名 

常勤兼務 ３名 
   常勤換算

６名以上 
４．介 護 職 員  常勤専従 ６名 

常勤兼務 １名 

非常勤専従３名 

５．機能訓練指導員 常勤兼務 １名 １名 兼務可 

６．医 師 非常勤兼務１名   必要数 

７．管 理 栄 養 士 常勤兼務 １名 １名 兼務可 
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<職員の職務内容及び勤務体制> 

職     種 勤 務 体 制 

１．事業所長（ 管 理 者 ） 

事業所及び職員の管理を行う 
月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

２．生 活 相 談 員        
契約者及び家族の必要な相談に

応じ、サービスの調整、居宅介

護支援事業者、その他関連する

機関との連絡調整を行う 

月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

         ９：００～１７：４５ 

３．介 護 職 員        
サービスの提供にあたり契約者

の必要な状況を把握し適切な介

助を行う 

標準的な時間帯における最低配置人員 

早勤：  ７：００～１５：４５  １名 

日勤：  ８：３０～１７：１５  １名 

遅勤： １１：１５～２０：００  １名 

遅勤： １３：１５～２２：００  1名 

夜勤： ２１：５０～翌日７：５０ １名 

４．看 護 職 員      
健康チェック等を行う事によ

り、契約者の健康状態を的確に

把握し必要な処置を行う 

標準的な時間帯における最低配置人員 

早勤：  ７：３０～１６：１５  （１名） 

日勤：  ９：００～１７：４５  （１名） 

遅勤：  ９：４５～１８：３０  （１名）  

５．機能訓練指導員 

契約者が日常生活を営むのに必

要な機能訓練を指導する 

月曜日～金曜日の 10:00～17:00 の間におけ

る随時の時間 

６．管 理 栄 養 士 

  栄養管理及び献立の作成を行う 
月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

７．医 師 

契約者に対し健康管理及び療養

上の指導を行う 

毎週水曜日 １３：３０～１５：３０ 

☆土日祭日は上記と異なります。 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照）＊ 

以下のサービスについては、法定代理受領サービスの場合は所得に応じ１割から３割を

負担していただきます。 
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<サービスの概要>   

 ①入 浴 

・ 入浴又は清拭を週２回行います。 

・ 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ②排 泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ③機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

④送迎サービス 

・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。  

  ⑤その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

<サービス利用料金（１日あたり）>（契約書第 7条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度等に応じたサービス利用料金から、介護保

険負担割合証に記載された負担割合の額（所得に応じ１割から３割）をお支払い下さい。 

実際にお支払いいただく料金は介護保険対象分と介護保険対象外分を合算した料金となり

ます。 

指定短期入所生活介護事業所菅沢荘利用料金表（介護保険対象分） R6.4.１より適用 

従来型個室・多床室 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日あたりの 

要介護度ｻｰﾋﾞｽ利用料金 

（10割分） 

6,030円 6,720円 7,450円 8,150円 8,840円 

１日あたりの 

各種加算料金（10割分） 

機能訓練指導体制加算      120円 

看護体制加算（Ⅰ）         40円 

看護体制加算（Ⅱ）      80円 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）   130円 

送迎加算（片道）        1,840円 

合 計 8,240円 8,930円 9,660円 10,360円 11,050円 
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指定介護予防短期入所生活介護事業所菅沢荘利用料金表（介護保険対象分） 

R6.4.１より適用 

要介護度 要支援１ 要支援２ 

１日あたりの 

要介護度ｻｰﾋﾞｽ利用料金 

（10 割分） 

4,510 円 5,610 円 

１日あたりの 

各種加算料金（10 割分） 

機能訓練指導体制加算      120 円 

送迎加算（片道）       1,840 円 

合 計   6,470 円 7,570 円 

《共通項目》 

☆ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

介護福祉士の配置を特に強化して基準を満たし、届出を行っている事業所に対して算定

される加算です。介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の８０以

上であり、定員超過利用・人員基準欠如に該当していないため、1日につき２２０円が加

算になります。 

 

☆ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

  サービス利用料金と各種加算合計金額の 14.0％が加算になります。 

  

☆ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

 医師が、緊急に指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）を利用する

ことが適当であると判断した場合については、７日を限度として１日につき２０００

円が加算になります。 

 

☆ 若年性認知症利用者受入れ加算 

  若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）

を行った場合、１日につき 1200円が加算になります。 

 

☆ 療養食加算 

主治医の発行する食事せんに基づき提供される療養食については、１食につき８０円が

加算になります。 

 

☆ 長期利用者減算 

 自費利用を挟み同一事業所を連続３０日を超えて利用した場合、１日につき３００円減

算になります。また、６１日以降は減算された単位数が料金に適用されます。 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日あたりの 

要介護度ｻｰﾋﾞｽ利用料金 

（10 割分） 

6,030 円 6,720 円 7,450 円 8,150 円 8,840 円 

減算適用後の金額 5,730 円 6,420 円 7,150 円 7,850 円 8,540 円 
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指定介護予防入所生活介護費については、連続３０日を超えて利用した場合、介護福祉施

設サービス費の要介護１の単位数の１００分の７５(要支援１)または１００分の９３(要

支援２)に相当する単位数を算定します。 

要介護度 要支援１ 要支援２ 

減算される単位数 
要介護１の単位数 589 の 

100分の 75に相当する単位数 

要介護１の単位数 589 の 

100 分の 93 に相当する単位数 

減算適用後の金額 4,420 円 5,480 円 

 

※ 満床の場合は、本体施設である指定介護老人福祉施設菅沢荘の空床ベッドを使用する

ことがあります。その際、共通項目加算については、指定介護老人福祉施設菅沢荘の

加算が算定となります。 

※ 契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金

額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画（介護予防

サービス･支援計画）が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとな

る場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービ

ス提供証明書」を交付します。 

※ 指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）の連続利用日数は３０日ま

でです。３０日を超えて利用する場合も、サービス利用料金の全額をお支払いいただ

きます。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負

担額を変更します。 

 

 《要介護の方のみ適用》 

☆ 緊急短期入所受入加算 

緊急に指定短期入所生活介護を受け入れた場合、１日につき９００円が加算になりま

す。算定対象期間は原則として 7 日以内ですが、やむを得ない事情により 7 日以内に

適切な介護を受けられるための方策が立てられない場合には、１４日を限度に引き続

き加算になります。 

 

☆ 医療連携強化加算 

胃ろうやたん吸引等が必要な重度な契約者を受け入れた場合、１日につき５８０円が加

算になります。 

 

 

 

 

 



 8 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条 、第 7条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金（介護保険対象外分）>  

① 食事 １日あたり １，６６５円  

（朝食 ４８３円 昼食 ６６６円 夕食 ５１６円） 

・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の心身の状況

および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

います。 

なお、各食事時間は以下のとおりです。 

  朝 食： ７：３０～ ８：１５ 

昼 食：１２：００～１２：４５  

夕 食：１８：００～１８：４５ 

② 滞在費 

従来型個室 １日 １，２３１円 

多床室   １日   ９１５円 

当事業所の滞在費や食費は所得や市町村民税の課税状況に応じて以下の４段階に区分され

ます。第１段階～第３段階の方は申請により減額の対象となります。 

R7.4.1より適用 

対 象 者 区分 滞在費 1 日あた

りの食費   従来型個室 多床室 

･生活保護を受給している方 

・世帯全員が市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金

を受けている方 

･預貯金等の総額の上限が単身:1,000 万円、 

夫婦:2,000 万円を超えていないこと 

第 1段階 380円 0円 300円 

・世帯全員が市町村民税世帯非課税で合計所得と年

金収入合計が 80 万円以下の方 

･預貯金等の総額の上限が単身:650 万円、 

夫婦:1650 万円を超えていないこと 

第 2段階 480円 430円 600円 

･世帯全員が市町村民税世帯非課税で合計所得と年

金収入合計が 80 万円を超え 120 万円以下の方 

･預貯金等の総額の上限が単身:550 万円、 

夫婦:1,550 万円を超えていないこと 

第 3段階

① 
880円 430円 1,000円 

･世帯全員が市町村民税世帯非課税で合計所得と年

金収入合計が 120 万円を超える方 

･預貯金等の総額の上限が単身:500 万円、 

夫婦:1,500 万円を超えていないこと 

第 3段階

② 
880円 430円 1,300円 

･上記以外の方 第 4段階 1,231円 915円 1,665円 

※課税年金および非課税年金（遺族年金･障害年金）の合計額です。 

※６５歳未満の方は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の上限 1,000万円(夫婦 2,000

万円)です。 
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③理容サービス 

 月に１回、理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃、洗髪）をご利用いただけま

す。 

 利用料金：1回あたり 調髪、顔剃    ２,２００円 

④ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ、ｸﾗﾌﾞ活動  

ご契約者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

⑤複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と

する場合には実費をご負担いただきます。 

1枚につき   １０円 

⑥ご契約者の移送に係る費用 

  通常の送迎の実施地域外からのご利用の場合 

ア 上山市、天童市、山辺町、中山町    ５００円 

イ それ以外の市町村          １,０００円 

⑦日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活に要する物品で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものについては、

費用を負担いただきます。持参いただく場合は、この限りではありません。 

（例）電話代、タオル、歯ブラシ、歯磨き粉、スリッパ、石鹸、テイッシュ など 

通常のおむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2か月前ま

でにご説明します。 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 7条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、月締めで請求し翌月末日までに以下のいずれかの方

法でお支払い下さい。 

 

ア・菅沢荘窓口での現金支払い 

イ・下記指定口座への振込み 

    口座番号 きらやか銀行 中央営業部 普通預金 ２０３８８７６ 

    口 座 名 社会福祉法人山形市社会福祉事業団特別養護老人ホーム 

         菅沢荘長 大 沼  博 

   

    口座番号 ゆうちょ銀行 記号１８５４０ 番号４０９００２１ 

    口 座 名 菅沢荘 

 

ウ・金融機関口座からの自動引き落とし 

  利用できる金融機関：ゆうちょ銀行   
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（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 8条参照） 

○利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、指定短期入所生活介護サービス（指定

介護予防短期入所生活介護）の利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用

を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日までに事業者に申し

出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体

調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の午前９時までに申し出がなかった

場合 

当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示し

て協議します。 

○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。そ

の場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

５．「緊急時」等における対応について 

サービス提供時において、契約者に病状の急変等の緊急事態が生じた場合には、速や

かに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる

ものとします。 

○この場合「緊急時」とは、生命にかかる事態を指します。従いまして、通常の通院や

薬の調達等は、「緊急時」には該当しません。 

 

６．苦情の受付について（契約書第 21条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所の提供したサービスに関する苦情やご相談に迅速かつ適切に対応するため、以

下の専用窓口設置しております。  

また、苦情受付ボックスを正面玄関・エレベーター前に設置しています。 

 ○苦情受付窓口（苦情受付担当者） 

    ［職名］   主任介護員兼生活相談員  多田 美由紀 

    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び

12/29～1/3 を除く) 

             ８：３０～１７：１５ 

    ○受付電話番号  ０２３－６４６－１１６０ 
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（２）当事業所における苦情の対応 

苦情が発生した場合には、山形市社会福祉事業団苦情解決規程に基づき次の対応をし

ます。 

・利用者やその家族等からの苦情の受付を苦情受付担当者がします。 

・苦情受付担当者は、苦情の内容、苦情申出人の希望、第三者委員への報告の要否に

ついて苦情申出人に確認します。 

・苦情受付担当者は、直ちに苦情解決責任者（荘長）や第三者委員へ報告します。 

・苦情の内容、苦情申出人の希望を苦情解決委員会にかけ、協議し解決に努めます。 

・苦情解決責任者は、苦情申出人や第三者委員に対して、一定期間経過後その結果を

報告します。 

なお、苦情解決委員会は、荘長・副荘長・主査・生活相談員・看護師・主任介護員で

構成しています。  

当事業所では、荘長を苦情処理責任者として苦情処理委員会を設置し、社会性と客観

性を確保するため第三者委員を配置しています。 

当事業所の第三者委員は次の方々です。 

氏 名 役 職 名 

三森 聡 元山形市立第五小学校校長 

無着 道子 前山形市教育委員 

奥山 信昭 山形市民生委員児童委員連合会常任理事 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

山形市役所福祉推進部 

指導監査課 

所在地  山形市旅篭町２－３－２５ 

電話番号 ０２３－６４１－１２１２  

ＦＡＸ  ０２３－６２４－８８９２ 

山形県国民健康保険 

団体連合会介護保険課 

所在地  寒河江市大字寒河江字久保６ 

電話番号（0237）87－8006  ＦＡＸ（0237）83－3354 

 ※山形市以外の方につきましては、お住まいの介護保険課の窓口までお願いします。 

※受付除外日：毎週土日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12／29～1／3 

 

７．事故発生時の対応について 

 契約者に対するサービスの提供により事故が発生した時は、速やかに家族、主治医また

は指定の医療機関に連絡し適切な措置を講じますが、その概要は次のとおりです。 

・事故の発生・発見があった場合には、安全の確保（呼吸、保護、場所など）を図ります。 

・発見者は、必要な協力の要請をします。また、看護職員・介護職員・荘長・家族・当該

契約者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行う等必要な措置を講じます。 

・心肺蘇生や止血など必要な処置をするとともに、通院や救急車の要請をします。家族に

は、来荘や来院の要請をします。 

・保険の適用の判断をします。 

・家族に対し、事故の詳細や今後の対応を説明し、速やかに市町村に報告します。 

・事故が発生した場合には、その原因を解明し、再発生を防ぐため必要な対策を講じます。 



 12 

当事業所は、全国社会福祉協議会「しせつの損害補償」の傷害保険と賠償責任保険に加

入しています。 

 

８．感染症及び非常災害発生時の対応について 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施す

るため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し

ています。また、有事に備え、地域との防災協力体制を図り、職員に対する研修や防災計

画に基づき訓練を実施しております。 

 

９．虐待の防止・身体的拘束等の適正化について 

契約者等の人権擁護、虐待防止の啓発・普及のため、各種制度の利用支援や虐待防止

の研修等を行っております。又、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は関係

機関へ報告いたします。 

契約者又は他の契約者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き

身体的拘束等を行ってはならない事とし、身体的拘束等を行う場合にはその態様及び時

間、その際の契約者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する事とします。 

虐待防止及び身体拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し周知

徹底を図っております。 

    〇高齢者総合福祉施設すげさわ  リスクマネジメント委員会 

体制責任者  施設長 大沼博 

        体制担当者  リスクマネジメント委員長 高橋静保 

 

１０．提供するサービスの第三者評価の実施状況について  

当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。 

 

１１．ハラスメント対策について 

  介護現場において利用者やご家族、その関係者が職員に対して恫喝や理不尽かつ過剰

な要求を突きつける「カスタマーハラスメント」により精神的苦痛を受け休職や退職を

余儀なくされる職員が増加しています。介護事業所でのハラスメント防止のため、山形

市では「介護事業所におけるハラスメント対策マニュアル」を作成し各事業所での活用

を推進しており、「高齢者総合福祉施設すげさわ」は上記方針、マニュアルに沿った対応

を行い、職員へのハラスメント等迷惑行為が確認された場合は、サービスの中断、契約

解除をする場合がございます。 

 〇サービス利用にあたっての禁止行為 

① 事業所の職員に対して行う暴言・暴力・いやがらせ、誹謗中傷等 

② パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント等の行為 

 上記行為対応の為、ハラスメント対応担当者を設置し速やかな問題解決に取り組むと 

ともに、再発防止に努めます。 
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１２．施設利用にあたっての留意点 

・居室及び共用設備の使用については、用途に応じ、適切にご使用ください。 

・共同、集団生活の部分がございます。契約者間で和やかにお過ごし頂けるようお願い

いたします。 

・施設内の避難口、避難経路をご確認ください。なお、災害時等は職員の誘導に従って

避難をお願いいたします。（ご不明な点は職員までお問い合わせください。） 

・施設内での喫煙については、所定の場所でお願いいたします。 

 ・食べ物の持ち込みについては、食べ物の数量や消費期限をご確認の上、お願いいたし

ます。 

・他の契約者へのおすそ分けは、衛生管理上ご遠慮ください。 

 ・各種書類の提出及び利用料金などの支払いについては速やかにお願いいたします。 

 ・職員へのお心遣いはご遠慮ください。 

 ・上記のことで、ご不明な点などございましたなら、職員までお問い合わせください。 
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令和  年  月  日 

 

 

指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）サービスの提供の開始に際し、

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

指定短期入所生活介護事業所菅沢荘 

説明者職氏名                     印 

 

 

私は、本書面に基づいて山形市社会福祉事業団から重要事項の説明を受け、指定短期入

所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）サービスの提供開始に同意し受領しました。 

 

 

 

契 約 者 氏 名                     印 

 

 

代 筆 者 氏 名                    印 

 

 

 

 

 

 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 125 条および厚生省令第

35 号（平成 18 年 3 月 14 日）第 133 条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事

項説明のために作成したものです。 

 


